
（別紙 2） 

地域医療支援病院業務報告要旨 

１ 概要 

フリガナ シリツイケダビョウイン 

病院名 市立池田病院 

管理者氏名 病院長 尾下 正秀 

所在地 池田市城南３丁目１番１８号 

承認年月日 平成２１年１１月３０日 

業務報告書提出日 令和４年９月２６日 

 

２ 業務報告         対象期間 令和３年４月１日 から 令和４年３月３１日 

 

◇紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する紹介患者の実績（患者数は延べ人数） 

承認要件  紹介率 65％逆紹介率 40％ 

紹介率 Ａ/(Ｖ-d-e-f) ７９．８％ 

Ａ：紹介患者数 １９，５９７人 

Ｖ：すべての初診患者の数 ２６，６５０人 

ｄ：救急搬入患者の数（初診患者） ８８８人 

ｅ：休日夜間の患者数（初診患者） １，０６２人 

ｆ：健康診断の受診から要治療となっ

て治療を開始した患者の数（初診患

者） 

１４８人 

逆紹介率 Ｃ/(Ｖ-d-e-f) ８１．８％ 

Ｃ：逆紹介患者数 ２０，１０２人 

 

◇救急医療を提供する能力、実績 

 

 

◇地域の医療従事者による診療、研究又は研修のための利用(共同利用)のための体制 

共同利用の実績（医療機関延べ数） ３,７７８件 

共同利用の範囲 共同診療時利用設備：医療機器、開放病床、救急

病床、地域医療連携室、会議室、図書室、診療情

報管理室、医療品情報管理室、臨床検査室等 

開放病床：５床 

共同利用に関する規定 有  ・  無 

重症救急患者を優先的に使用できる病床 ６床 

重症救急患者のための専用病床 ０床 

地方公共団体又は医療機関に所属する救急

自動車により搬送された救急患者数 

１,９９３人 

救急搬送以外の救急患者数 ４,８６７人 

救急用自動車（保有台数） １台 

救急自動車の主な装備 酸素吸入装置、ストレッチャー 



登録医療機関数（二次医療圏外含む）                ４２０機関 

常時共同利用可能な病床数                   ５床 

 

◇地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績 

研修の内容 学術講演会  ０回・症例検討会  ０回・その他  １２回 

地域の医療従事者への研修実施回数 １２回 

研修者数 ※院外からの延べ参加人数 ３８３人 

研修体制 研修プログラム 有 ・ 無 

研修委員会の設置 有 ・ 無 

研修指導者数 ３０人 

研修施設（施設名） 講堂、会議室１、会議室３、セミナー１、セミナー３ 

 

◇診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法 

管理責任者 地域医療連携部長 

管理担当者 地域医療連携室長 

診療に関する諸記録の保管場所 診療情報管理室 

病院の管理及び運営に

関する諸記録の保管場

所 

共同利用の実績 地域医療連携室 

救急医療の提供の実績 医療管理課 

地域の医療従事者向け研修の実

績 

地域医療連携室 

閲覧実績 地域医療連携室 

紹介患者等の帳簿 医療管理課 

 

◇診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法及び閲覧の実績 

閲覧責任者 地域医療連携部長 

閲覧担当者 地域医療連携室長 

閲覧に応じる場所 地域医療連携室 

閲覧者別総件数 医師 ０件 

歯科医師 ０件 

地方公共団体 ０件 

その他 ５４件 

 

◇医療法施行規則第９条の１９条１項に規定する委員会の開催状況 

委員会の開催回数 ４回 

 

◇患者相談の実績 

相談を行う場所 相談窓口、相談室、その他各部署 

主たる相談対応者 
 

Ｎ Ｓ：      ６人、 ＭＳＷ：      ３人 

Ｓ Ｗ：       人、 事 務：      ８人 

その他：       人 

相談件数 １３,６４８件 

相談の概要 （１） 患者サポートチーム 



各相談において、他職種連携を図る。 

① 医療・福祉相談 

（内容）福祉サービスの利用や生活上の相談等 

（対応）患者様やご家族との面談を行い、必要な福祉サービ

ス等の申請の支援を行う。 

 

② 苦情に関する相談 

ア. 職員の対応について 

（内容）患者様に対する説明不足、接遇面に関するのもの等 

（対応）相談内容について発生部署に経緯の確認を行う。 

（回答方法）確認後、面談又はメール等（メールによる相談

の場合）で回答 

イ. 病院の運用面について 

（内容）病院の方針や設備に関するもの等 

（対応）相談内容について関係部署に確認を行う。 

（回答方法）確認後、面談又はメール等（メールによる相談

の場合）で回答 

 

③ 医療費に関する相談 

（内容）医療費が払えない等 

（対応）高額療養費制度の活用や、分割払いについて説明を

行い、場合によっては後方支援のＭＳＷと連携を行う。 

 

④ 看護相談内容 

ア. 受診相談 

（内容）受診科の相談や急変時のトリアージ対応 

（対応）紹介状を持参していない患者に対して行う。 

イ. かかりつけ医紹介 

（内容）地域の医療機関の紹介、在宅での継続診療、福祉の

相談 

（対応）患者の依頼内容に応じて行う。 

 

（２）退院相談・支援 

（内容）退院後の在宅ケア又は施設等への転院に関する相談

等 

（対応）患者様やご家族との面談を行い、医師・看護師等と

今後の治療方針を検討する。 

 

 


